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「千葉県の教育の振興に関する大綱」の改定について（通知） 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、平成２７年度に策定された

「千葉県の教育の振興に関する大綱」（以下「大綱」という。）の下、千葉県で学び育つ子

どもたちの明るい未来と有意義な人生の創造に向けて、各種教育政策に取り組んでまいり

ました。  

今回、大綱策定から１０年が経過し、子どもたちを取り巻く状況の変化に鑑み、千葉県

総合教育会議の協議結果を踏まえ、千葉県総合計画における教育等の関係部分を大綱とし

て位置付けることとし、別添のとおり改定しましたのでお知らせいたします。  

ついては、本大綱の趣旨を御理解の上、貴校職員及び保護者に周知いただくようお願い

いたします。 
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